




（単位:円）

号 報酬月額 号 報酬月額
第１号 １８０，０００ 第７号 ３００，０００
第２号 ２００，０００ 第８号 ３２０，０００
第３号 ２２０，０００ 第９号 ３４０，０００
第４号 ２４０，０００ 第 号 ３６０，０００
第５号 ２６０，０００ 第 号 ３８０，０００
第６号 ２８０，０００ 第 号 ４００，０００

常勤役員の役員
賞与の支給基準

１ 役員賞与は、６月１日と１２月１日の基準日に在職する常勤役
員に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡
した場合についても同様とする。

２ 役員賞与の支給額は、６月と１２月にそれぞれ報酬月額の２か
月以内で次の算式によるものとし、その支給率は理事⾧が別に定
めるものとする。

役員賞与の支給額＝報酬月額 支給率 支給割合

３ 勤務期間における支給割合は、次のとおりとする。
在 職 期 間 支 給 割 合

６か月 １００分の１００
５か月以上 ６か月未満 １００分の ９０
４か月以上 ５か月未満 １００分の ７０
３か月以上 ４か月未満 １００分の ５０
２か月以上 ３か月未満 １００分の ３０
１か月以上 ２か月未満 １００分の １０
１か月未満 １００分の ０

区 分 適 用 基 準

常勤役員の退職
慰労金

在職月数

（算式） 報酬月額 １２月
係数

１ 在職月数は、１月に満たない端数は切り捨てるものとする。
２ 係数は、１００分の５０以内とし、理事⾧が別に定める。


